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『
金
七
十
論
私
記
』
の
検
討
　
　
　
　
　

鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
所
員　
　

興
津
　
香
織

　
　
　

一
、
は
じ
め
に

　

イ
ン
ド
に
お
い
て
、
ア
ー
リ
ア
人
侵
入
以
降
定
着
し
て
い
っ
た
バ
ラ
モ
ン
階
級
に
よ
る
思
想
的
支
配
・
統
制
に
対
し
、
反
対
の
立
場
を
唱

え
て
成
立
し
た
仏
教
に
と
っ
て
、
伝
統
的
な
バ
ラ
モ
ン
の
哲
学
た
る
イ
ン
ド
正
統
哲
学
は
常
に
批
判
の
対
象
で
あ
っ
た
。
正
統
哲
学
六
派
の

中
で
も
特
に
、
サ
ー
ン
キ
ヤ
学
派
（
二
元
論
）
と
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
（
多
元
論
）
は
、
仏
典
に
お
い
て
引
用
・
批
判
さ
れ
る
こ
と
が

多
く
、
こ
の
二
学
派
の
注
釈
書
で
あ
る
『
金
七
十
論
』
（
真
諦
訳
）
と
『
勝
宗
十
句
義
論
』
（
玄
奘
訳
）
だ
け
が
梵
語
原
典
か
ら
漢
訳
さ

れ
、
ほ
と
ん
ど
の
大
蔵
経
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
両
派
に
対
す
る
仏
教
側
の
関
心
は
非
常
に
高
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
イ
ン
ド
お
よ
び
漢
訳
さ
れ
た
地
で
あ
る
中
国
の
仏
教
界
で
は
両
者
を
批
判
す
る
も
の
の
、
深
く
学
べ
ば
逆
に
仏
法
を
惑
わ
す

外
道
と
し
て
避
け
ら
れ
、
そ
の
思
想
全
体
に
対
す
る
思
索
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

日
本
に
お
い
て
も
仏
教
伝
来
以
降
そ
の
ス
タ
ン
ス
が
保
た
れ
て
い
っ
た
が
、
江
戸
時
代
に
突
如
と
し
て
多
数
の
著
名
な
学
僧
に
よ
り
両

派
の
本
格
的
な
思
想
研
究
が
、
先
の
漢
訳
注
釈
書
に
対
す
る
注
釈
研
究
と
い
う
形
で
開
始
さ
れ
た
。
日
本
仏
教
史
上
、
こ
の
思
索
が
確
認

さ
れ
る
の
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
『
金
七
十
論
』
が
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
に
単
行
出
版
さ
れ
た
後
の
二
百
年
ほ
ど
の
間
の
み
で
あ

る
。
ま
さ
に
そ
の
時
期
は
江
戸
時
代
の
代
表
的
な
学
僧
を
大
量
に
輩
出
し
た
仏
教
研
究
の
最
盛
期
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
仏
教
研

究
の
み
な
ら
ず
仏
教
外
の
書
の
研
究
ま
で
も
行
う
こ
と
の
で
き
る
能
力
と
余
裕
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
、
い
わ
ば
仏
教
研
究
の
黄
金
時
代

と
で
も
い
う
べ
き
時
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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し
か
し
今
日
ま
で
『
金
七
十
論
』
の
注
釈
書
に
関
す
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
無
く
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
た
注
釈
書
は
数
点
で
あ
っ

た
。
改
め
て
行
っ
た
筆
者
の
調
査
に
よ
っ
て
、
散
逸
し
た
も
の
を
含
め
て
二
十
六
点
、
作
者
は
十
七
人
に
上
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
（
１
）

。

　

ま
た
、
注
釈
書
の
作
者
に
は
「
天
明
の
三
哲
」
と
称
さ
れ
る
真
言
宗
豊
山
派
の
智
幢
法
住
や
林
常
快
道
、
そ
し
て
様
々
な
宗
派
の
第
一

級
の
学
僧
た
ち
が
名
を
連
ね
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
仏
教
界
へ
の
影
響
は
無
視
で
き
な
い
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
の
中
で
筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
目
録
上
に
名
称
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
、
未
詳
の
書
と
さ
れ
て
き
た
林
常
快

道
に
よ
る
『
金
七
十
論
私
記
』
と
思
わ
れ
る
写
本
に
行
き
当
た
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
全
く
未
詳
の
書
と
さ
れ
て
き
た
『
金
七
十
論
私
記
』
と
思
わ
れ
る
写
本
に
つ
い
て
、
作
者
の
問
題
も
含
め
厳
密

に
検
討
し
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
『
金
七
十
論
』
研
究
の
全
容
を
解
明
す
る
た
め
の
布
石
と
し
た
い
。

　
　
　

二
、
快
道
と
そ
の
著
作
―
『
金
七
十
論
』
注
釈
書
の
位
置
付
け
―

　

豊
山
派
の
快
道
は
宝
暦
元
年
（
一
七
五
一
）
に
上
野
国
勢
多
郡
に
生
ま
れ
、
同
郡
の
相
応
寺
に
お
い
て
快
音
に
従
っ
て
出
家
、
得
度

し
、
長
じ
て
豊
山
長
谷
寺
で
学
び
密
教
、
唯
識
、
倶
舎
等
に
通
じ
た
。
豊
山
性
相
学
の
泰
斗
と
い
わ
れ
る
。
一
七
八
一
年
に
『
六
合
釈

精
義
』
一
巻
を
著
し
て
法
住
著
『
分
別
六
合
釈
』
の
説
を
非
難
し
て
法
住
の
怒
り
を
買
い
、
高
野
山
に
移
っ
て
学
ん
だ
。
そ
の
後
、

一
八
〇
二
年
に
武
蔵
浦
和
玉
蔵
院
に
移
り
、
江
戸
伝
通
院
な
ど
に
招
か
れ
て
講
義
を
し
た
。
一
八
〇
九
年
に
江
戸
（
湯
島
）
根
生
院
に
移

る
（
江
戸
根
生
院
第
一
代
）
。
「
江
戸
第
一
の
碩
学
」
と
称
さ
れ
る
。
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
、
同
院
に
て
寂
す
。
快
道
の
墓
は
現
在

元
浅
草
の
観
蔵
院
に
あ
る
（
２
）
。

　

著
作
は
自
身
の
宗
派
に
関
す
る
も
の
は
も
ち
ろ
ん
、
仏
教
外
の
注
釈
書
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
中
で
も
『
倶
舎
論
』
に
対
す
る

注
釈
書
が
多
く
、
他
に
は
因
明
や
八
転
声
や
六
合
釈
に
関
し
て
も
研
究
し
て
い
る
。
筆
者
の
注
目
す
る
仏
教
外
の
注
釈
書
と
し
て
は
『
金

七
十
論
藻
鏡（
３
）』

（
一
巻
）
、
『
金
七
十
論
疏
』
（
二
巻
）
、
『
金
七
十
論
私
記
』
（
一
巻
）
、
『
金
七
十
論
高
稱
記
』
（
二
巻
）
、
『
勝
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宗
十
句
義
論
決
擇
』
（
五
巻
）
、
『
勝
宗
十
句
義
論
叢
林
』
（
一
巻
）
、
『
勝
宗
十
句
義
論
聞
書
』
（
一
巻
）
、
『
十
句
義
論
決
擇
』

（
五
巻
）
等
が
あ
り
、
サ
ー
ン
キ
ヤ
（
『
金
七
十
論
』
）
だ
け
で
な
く
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
派
の
『
勝
宗
十
句
義
論
』
に
対
す
る
注
釈
書

も
書
か
れ
て
い
る
。

　

快
道
の
『
倶
舎
論
』
に
対
す
る
注
釈
書
を
見
る
と
、
本
文
に
言
及
さ
れ
た
サ
ー
ン
キ
ヤ
説
に
注
釈
を
施
す
際
に
『
金
七
十
論
』
の
記
述

を
使
用
し
て
い
る
。
そ
れ
以
外
に
も
『
光
記
』
等
に
お
け
る
誤
っ
た
解
釈
を
仏
典
の
み
な
ら
ず
、
『
金
七
十
論
』
と
い
っ
た
イ
ン
ド
哲
学

側
の
知
識
や
八
転
声
や
六
合
釈
の
知
識
を
駆
使
し
て
厳
密
に
検
討
す
る
の
が
彼
の
特
徴
で
あ
る
。
性
相
学
に
お
い
て
受
け
継
が
れ
て
き
た

玄
奘
の
理
解
す
る
サ
ー
ン
キ
ヤ
説
を
、
従
来
伝
統
的
に
な
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
の
で
は
な
く
、
真
諦
訳
『
金
七
十

論
』
と
い
う
お
お
も
と
の
テ
キ
ス
ト
に
ま
で
立
ち
返
っ
て
理
解
を
深
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
研
究
姿
勢
が
『
金
七
十
論
』
研
究
へ
と
発

展
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
４
）

。

　
　
　

三
、
『
金
七
十
論
私
記
』
に
つ
い
て

　

快
道
の
『
金
七
十
論
』
に
対
す
る
注
釈
書
の
中
で
、
『
金
七
十
論
藻
鏡
』
（
以
下
『
藻
鏡
』
と
略
す
）
は
よ
く
知
ら
れ
、
写
本
も
数
点

存
在
し
『
日
本
大
蔵
経（
５
）』
に
活
字
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
他
の
注
釈
書
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
目
録
上
の
記
述
の
み
で
未
詳
の
状
態
で
あ
っ
た
。

　

『
金
七
十
論
疏
』
と
『
金
七
十
論
私
記
』
に
つ
い
て
は
、
『
埼
玉
名
家
著
述
目
録（
６
）』

と
『
続
豊
山
全
書　

解
題（
７
）』

に
、
快
道
の
著
作
と

し
て
「
『
金
七
十
論
疏
』
二
巻
、
『
金
七
十
論
私
記
』
一
巻
」
と
あ
り
、
両
目
録
と
も
『
豊
山
小
史（
８
）』

の
記
述
に
よ
っ
て
い
る
。

　

ま
た
『
金
七
十
論
高
稱
記
』
に
関
し
て
は
、
『
続
豊
山
全
書　

解
題（
９
）』

に
「
所
在
が
本
山
で
あ
る
」
、
と
の
み
書
か
れ
て
い
る
。
『
続

豊
山
全
書
』
「
金
七
十
論
疏
解
題
」
に
よ
る
と
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快
道
『
金
七
十
論
高
稱
記
』
二
巻　

天
明
六
年
（
一
七
八
八
）
写
本　

法
住
の
講
録
を
用
い
て
い
る
よ
う
に
附
題
が
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
『
藻
鏡
』
と
『
（
金
七
十
）
論
疏
』
と
を
合
本
に
し
た
も

の
で
、
統
一
あ
る
注
釈
書
の
一
つ
と
い
う
訳
で
は
な
い）

（1
（

。

と
さ
れ
る
。
法
住
に
も
『
金
七
十
論
疏
』
な
る
著
作
が
あ
り
、
快
道
の
『
金
七
十
論
疏
』
は
現
在
確
認
出
来
ず
、
ど
ち
ら
の
『
疏
』
で
あ

る
の
か
判
然
と
し
な
い
と
い
う
問
題
も
ま
た
別
に
存
在
す
る
。

　

上
記
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
筆
者
は
龍
谷
大
学
所
蔵
の
一
写
本
に
行
き
当
た
っ
た
。
題
箋
に
『
金
七
（
マ
マ
）頌
因
明
合
本
』
と
あ
り
、
そ
の
文

字
の
上
に
「
二
十
五
諦
記
」
「
藻
鏡
」
「
私
記
」
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
『
金
七
頌
因
明
合
本
』
は
快
道
の
『
藻
鏡
』
か
ら
始
ま
り
、
『
金
七
十
論
私
記
』
（
以
下
『
私
記
』
と
略
す
）
と
思
わ
れ
る
も

の
、
『
金
七
十
論
頌
』
（
『
金
七
十
論
』
の
頌
の
み
を
集
め
た
も
の
）
、
『
数
論
二
十
五
諦
略
図
』
、
『
数
論
二
十
五
諦
記
』
を
合
本
に

し
た
も
の
で
、
『
藻
鏡
』
と
『
数
論
二
十
五
諦
略
図
』
は
快
道
の
作
と
記
述
が
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
作
者
が
書
か
れ
て
い
な
い
。

　

そ
の
中
の
『
私
記
』
と
思
わ
れ
る
も
の
に
は
奥
書
が
あ
り
、
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
に
了
諦
と
い
う
豊
山
の
学
僧
が
書
写
し
た
、
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
『
藻
鏡
』
と
『
私
記
』
は
同
じ
字
と
判
断
で
き
る
の
で
了
諦
の
書
写
と
ひ
と
ま
ず
考
え
、
そ
れ
に
続
く
『
金

七
十
論
頌
』
、
『
数
論
二
十
五
諦
略
図
』
、
『
数
論
二
十
五
諦
記
』
の
中
で
、
『
数
論
二
十
五
諦
略
図
』
は
了
諦
の
字
に
近
い
。
こ
の

『
略
図
』
は
『
大
乗
義
章
』
に
お
い
て
言
及
さ
れ
た
サ
ー
ン
キ
ヤ
説
を
参
考
に
し
て
二
十
五
諦
の
分
類
を
図
に
し
た
も
の
で
、
最
後
に

「
快
道
師
記
」
と
あ
る
。

　

残
り
の
『
金
七
十
論
頌
』
と
『
数
論
二
十
五
諦
記
』
は
了
諦
の
字
と
異
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
違
う
字
体
で
あ
る
。
書
写
し
た
了
諦

に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
が
、
書
写
年
代
か
ら
考
え
て
こ
の
合
本
が
成
立
し
た
の
は
『
私
記
』
が
了
諦
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
と
す
る

明
治
十
年
よ
り
後
の
こ
と
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
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か
つ
て
筆
者
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に）

（（
（

、
こ
の
合
本
の
『
数
論
二
十
五
諦
記
』
は
実
際
に
は
快
道
が
著
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

『
数
論
二
十
五
諦
記
』
に
は
作
者
や
奥
書
な
ど
の
情
報
は
一
切
な
い
た
め
に
、
後
世
の
人
が
内
題
の
『
数
論
二
十
五
諦
記　

解
倶
舎
光

記
』
を
見
て
豊
山
性
相
学
の
泰
斗
、
快
道
の
作
と
判
断
し
合
本
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
作
者
の
記
述
が
な

い
『
私
記
』
に
つ
い
て
も
快
道
に
よ
る
も
の
か
ど
う
か
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　　
　
　

四
、
『
私
記
』
の
検
討
（
１
）　

構
成
の
特
徴

　

『
私
記
』
に
は
題
名
も
作
者
の
記
述
も
な
く
、
『
金
七
十
論
』
の
第
一
頌
の
引
用
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
偈
文
に
対
し
て
だ
け
で
な

く
、
長
行
の
部
分
に
つ
い
て
も
注
釈
を
施
し
て
い
く
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
快
道
が
『
藻
鏡
』
に
お
い
て
引
用
す
る
暁
応
厳
蔵
）
（1
（

（
一
七
二
四

～
一
七
八
五
）
の
『
金
七
十
論
備
考
）
（1
（

』
（
以
下
『
備
考
』
と
略
す
）
や
法
住
）
（1
（

（
一
七
二
三
～
一
八
〇
〇
）
の
『
金
七
十
論
疏
）
（1
（

』
（
以
下

『
疏
』
）
、
香
山
宗
朗
）
（1
（

（
？
～
一
七
八
八
）
の
『
金
七
十
論
解
）
（1
（

』
（
以
下
『
解
』
）
と
、
そ
の
ス
タ
イ
ル
を
比
べ
て
み
る
と
、
『
備
考
』

と
『
疏
』
は
サ
ー
ン
キ
ヤ
哲
学
と
『
金
七
十
論
』
に
関
す
る
概
説
（
序
論
に
相
当
す
る
）
と
『
金
七
十
論
』
の
各
偈
文
及
び
長
行
部
分
に

対
す
る
注
釈
（
本
論
）
と
の
二
部
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
『
解
』
は
序
論
に
続
い
て
『
金
七
十
論
』
の
中
の
個
々
の
こ
と
ば
に
注
釈
を
加

え
る
形
を
と
っ
た
書
で
あ
る
。

　

他
方
、
『
藻
鏡
』
は
偈
文
等
に
対
す
る
注
釈
書
で
は
な
く
、
サ
ー
ン
キ
ヤ
哲
学
と
『
金
七
十
論
』
に
関
す
る
概
説
を
仏
典
の
資
料
に
基

づ
い
て
文
献
学
的
に
検
討
し
た
著
作
で
あ
る
。
快
道
の
製
作
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
偈
文
等
の
注
釈
書
で
あ
る
『
私

記
』
を
本
論
の
部
分
、
『
藻
鏡
』
を
序
論
と
み
な
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

『
私
記
』
は
第
一
頌
か
ら
長
行
の
文
言
の
細
か
い
部
分
に
ま
で
注
釈
を
施
し
て
い
る
が
、
残
念
な
こ
と
に
第
三
頌
の
手
前
で
ぷ
っ
つ
り

と
途
絶
え
て
い
る
。
一
紙
当
た
り
十
行
、
一
行
二
十
文
字
、
全
十
六
丁
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
そ
の
奥
書
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。
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已
上
快
道
師
私
記
惜
哉
已
下
不
全
義
而
還
本
家
給
也

　
　
　

于
時
明
治
十
年
二
月
快
師
以
置
書
写
得
者
也

　
　
　

豊
山
畄
学
釈
沙
門
了
諦
書

　

書
写
者
の
了
諦
が
「
快
道
師
の
私
記
」
と
記
し
た
こ
と
に
よ
り
、
ひ
と
ま
ず
こ
の
十
六
丁
を
『
私
記
』
と
見
な
す
こ
と
は
出
来
る
が
、

こ
の
『
私
記
』
の
前
の
部
分
に
あ
る
『
藻
鏡
』
（
文
字
か
ら
判
断
す
る
に
、
こ
れ
も
同
じ
了
諦
が
書
写
）
に
は
題
名
と
作
者
が
明
記
さ
れ

て
い
る
。
先
に
言
及
し
た
通
り
、
快
道
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
合
本
に
さ
れ
た
可
能
性
の
あ
る
『
数
論
二
十
五
諦

記
』
も
、
実
は
快
道
の
作
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
題
名
も
作
者
も
書
か
れ
て
い
な
い
『
私
記
』
な
る
も
の
は

快
道
の
作
と
見
な
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
具
体
的
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　

五
、
『
私
記
』
の
検
討
（
２
）　

快
道
『
藻
鏡
』
と
の
類
似
点

　

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
『
藻
鏡
』
に
は
『
備
考
』
『
疏
』
『
解
』
に
つ
い
て
の
言
及
・
引
用
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
を
参

照
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
殆
ど
の
場
合
、
そ
れ
ら
の
説
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
快
道
は

『
藻
鏡
』
に
お
い
て
『
備
考
』
と
『
解
』
に
つ
い
て
は
そ
の
ま
ま
『
備
考
』
、
『
解
』
と
記
述
す
る
の
に
、
法
住
の
『
疏
』
に
言
及
す
る

際
に
は
「
有
人
」
と
し
か
書
か
な
い
点
で
あ
る
。

　

『
私
記
』
に
お
い
て
も
同
様
に
『
備
考
』
『
疏
』
『
解
』
に
言
及
し
て
お
り
、
同
様
に
『
備
考
』
、
『
解
』
、
「
有
人
」
を
用
い
て
い

る
。
実
際
に
こ
の
「
有
人
」
が
法
住
か
ど
う
か
、
言
及
の
あ
る
三
カ
所
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

　

①
『
金
七
十
論
』
第
一
頌
）
（1
（

の
長
行
中
に
「
外
曰
此
婆
羅
門
欲
知
従
何
因
生
）
（1
（

」
と
あ
る
。
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こ
れ
は
、
サ
ー
ン
キ
ヤ
学
派
の
開
祖
で
あ
る
迦
毗
羅
（
カ
ピ
ラ
）
尊
者
が
盲
闇
に
沈
み
込
む
世
間
を
見
て
慈
悲
の
心
を
起
こ
し
、
阿
修

利
（
ア
ー
ス
リ
）
と
い
う
一
人
の
婆
羅
門
に
サ
ー
ン
キ
ヤ
の
教
え
を
授
け
る
事
に
し
た
が
、
そ
の
た
め
に
は
三
度
の
対
話
が
必
要
で
あ
っ

た
。
一
度
目
と
二
度
目
の
時
に
は
ア
ー
ス
リ
は
バ
ラ
モ
ン
の
祭
祀
で
満
足
し
て
お
り
、
苦
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
三
度
目
に

し
て
ア
ー
ス
リ
に
苦
を
退
け
る
た
め
の
原
因
を
知
り
た
い
と
い
う
望
み
が
生
じ
た
の
は
ど
う
し
て
か
と
い
う
問
い
の
部
分
に
対
す
る
注
釈

で
あ
る
。

　

快
道
は
ア
ー
ス
リ
に
生
じ
た
「
願
欲
心
」
を
「
欲
発
の
因
果
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
　
　

欲
発
ノ
因
果
謂
ク
逼
悩
難
レレ
ハ
堪
発
下ス
求
二ル
除
レ
彼
因
一ヲ
之
心
上ヲ
是
逼
悩
ヲ
為
レ
因
而
欲
発
ノ
果
生
ス
（
『
私
記
）
11
（

』
）

　

三
苦
に
逼
ら
れ
る
の
が
耐
え
難
く
な
っ
た
の
で
、
そ
の
原
因
を
取
り
除
き
た
い
と
い
う
心
が
生
ず
る
。
こ
の
三
苦
に
逼
ら
れ
る
こ
と
を

（
原
）
因
と
な
し
て
、
そ
れ
を
取
り
除
き
た
い
心
（
果
）
が
結
果
と
し
て
生
ず
る
の
で
あ
る
、
と
解
説
す
る
。
先
の
長
行
（
「
此
婆
羅
門

欲
知
従
何
因
生
」
）
の
続
き
の
部
分
に
「
答
曰
三
苦
所
逼
故
」
と
あ
っ
て
、
快
道
の
見
解
は
正
し
い
。

　

上
記
に
続
い
て
快
道
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

　
　
　

解
初左

為
レ
是　

備
八左

云
二ハ
何
因
生
一レ
苦
甚
妄
陋
可
レ
知　

有
人
問
就
レト
略
者
亦
謬
也
（
『
私
記
』
）

ま
ず
、
最
初
の
『
解
』
に
つ
い
て
は
「
為
是
」
と
し
て
自
分
と
同
様
の
見
解
と
み
な
し
批
判
し
て
い
な
い
。
因
み
に
『
解
』
の
相
当
部
分

を
見
る
と
次
の
よ
う
に
注
釈
さ
れ
て
い
る
。
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問
阿
修
利
ノ
之
欲
知
由
何
而
生
ス
下
文
ニ
云
三
苦
ニ
所
逼
故
ニ
生
二ス
於
欲
一レ
知
二ン
ト
為
レ
滅
レ
苦
ヲ
因
一ヲ
（
『
解）

1（
（

』
）

　

次
に
『
備
考
』
に
つ
い
て
は
「
甚
妄
陋
可
知
」
と
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
。
『
備
考
』
の
相
当
部
分
を
見
る
と
以
下
の
よ
う
に
注
釈
さ

れ
て
い
る
。

　
　
　

言
二
何
因
一
者
謂
内
外
天
。
何
因
生
レ
苦
。
（
『
備
考
）
11
（

』
）

　

『
備
考
』
は
こ
の
部
分
を
、
「
三
苦
は
依
内
苦
と
依
外
苦
と
依
天
苦
か
ら
成
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
（
三
）
苦
を
生
ず
る
（
原
）
因
そ

の
も
の
に
つ
い
て
の
話
と
勘
違
い
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
本
来
は
、
な
ぜ
ア
ー
ス
リ
に
欲
知
が
生
じ
た
か
と
い
う
（
原
）
因
を
問
題
に
し

た
部
分
で
あ
る
た
め
、
『
備
考
』
の
こ
の
注
釈
は
明
ら
か
に
間
違
っ
て
い
る
。

　

次
い
で
、
問
題
の
「
有
人
」
と
だ
け
言
及
さ
れ
る
法
住
『
疏
』
の
相
当
部
分
は
以
下
で
あ
る
。

外
問
頌
答
如
レ
次
可
レ
知
。
一
部
ノ
顛
末
將
レ
釋
二
頌
文
一
。
先
擧
二
外
問
一
。
非
三
別
ニ
有
レ
人
起
二
此
難
問
一
。
下
竝
准
知
セ
ヨ
。
於
レ
中

問
辭
頗
略
ナ
リ
。
（
『
疏）

11
（

』
）

　

法
住
は
『
金
七
十
論
』
で
は
「
外
の
問
い
」
は
誰
か
別
の
者
が
出
て
き
て
難
問
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
頌
に
存
す
る
答
え
」

を
示
す
た
め
に
あ
え
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
い
、
問
い
の
部
分
は
略
し
て
（
問
題
に
し
な
く
て
）
構
わ
な
い
と
し
て
、
こ
の
問

い
に
関
し
て
注
釈
を
施
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
快
道
に
と
っ
て
「
謬
り
」
な
の
で
あ
る
。
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②
同
じ
く
『
金
七
十
論
』
第
一
頌
（
三
苦
所
逼
故　

欲
知
滅
此
因　

見
無
用
不
然　

不
定
不
極
故
）
に
つ
い
て
、
江
戸
時
代
に
は
第
一
頌

の
三
句
目
は
「
見
無
因
不
然
」
と
伝
わ
っ
て
い
る
。
「
用
」
は
宋
・
元
・
明
の
三
本
、
「
因
」
は
高
麗
本
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
梵
語
原

典
か
ら
判
断
す
る
と
「
用
」
が
正
し
い
。

　

こ
の
時
代
の
「
因
」
に
よ
る
解
釈
は
原
典
か
ら
み
れ
ば
正
し
く
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
続
く
箇
所
で
は
、
快
道
は
こ
れ
ま
で
経
験

的
に
知
ら
れ
て
い
る
苦
を
滅
す
る
手
段
（
以
下
の
引
用
文
「
彼
」
）
は
絶
対
的
で
も
究
極
的
で
も
な
い
と
正
し
く
説
明
し
た
上
で
、
次
の

後
半
部
に
お
い
て
「
有
人
」
の
説
を
批
判
す
る
。

　
　
　

彼
ハ
唯
世
間
浅
近
ノ
滅
苦
ニ
シ
テ
非
二ス
出
世
至
極
ノ
之
因
一
有
人
擬
二
因
明
一
約
二シ
テ
ハ
許
不
許
一
非
ナ
リ
（
『
私
記
）
11
（

』
）

「
有
人
」
が
因
明
に
擬
え
て
正
誤
を
判
断
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
と
快
道
は
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
法
住
『
疏
』
の
以

下
の
部
分
を
指
し
て
い
る
。

　
　
　

量
曰
。
八
分
醫
方
等
應
不
定
滅
苦
因
。
不
定
不
極
故
如
世
欲
樂
。
唯
眞
實
廿
五
諦
即
定
極
因
也
。
（
『
疏）

11
（

』
）

　

こ
こ
で
法
住
は
、
絶
対
的
か
つ
究
極
的
な
苦
を
滅
す
る
手
段
が
、
こ
れ
ま
で
経
験
的
に
知
ら
れ
て
い
た
「
八
分
醫
方
等
の
手
段
」
な

の
で
は
な
く
「
サ
ー
ン
キ
ヤ
の
手
段
で
あ
る
二
十
五
諦
の
知
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
因
明
五
分
作
法
に
従
っ
て
立
証
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
「
八
分
醫
方
等
は
應
に
定
ん
で
苦
を
滅
す
る
因
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
」
が
「
宗
」
、
「
不
定
不
極
の
故
に
」
が

「
因
」
、
「
世
の
欲
樂
の
如
し
」
が
「
喩
」
、
「
唯
だ
眞
實
の
廿
五
諦
の
み
即
ち
定
極
の
因
な
り
」
が
「
結
」
と
な
っ
て
い
る
。
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③
『
金
七
十
論
』
第
二
頌
）
11
（

の
長
行
中
に
「
二
退
失
者
。
如
皮
陀
中
說
。
無
故
而
帝
釋
及
阿
修
羅
王
。
為
時
節
所
滅
。
時
不
可
免
故
。
是
法

若
滅
盡
。
施
主
從
天
退
。
故
有
退
失
義
）
11
（

。
」
と
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
伝
承
さ
れ
て
き
た
聖
典
類
（
ヴ
ェ
ー
ダ
）
に
も
苦
を
滅
す
る
方
法
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
も
究
極
的
か
つ
絶
対
的
な
も
の
で
は

な
い
と
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
イ
ン
ド
ラ
等
の
神
々
で
あ
っ
て
も
、
時
節
（
ユ
ガ
期
の
終
末
）
に
よ
り
滅
せ
ら
れ
、
施
主

も
功
徳
が
尽
き
れ
ば
天
よ
り
退
く
と
い
う
、
ヴ
ェ
ー
ダ
に
お
け
る
「
退
失
」
（
＝
消
滅
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

　

快
道
は
こ
の
部
分
を
注
釈
す
る
に
当
た
っ
て
、
イ
ン
ド
ラ
等
の
神
々
が
時
節
と
い
う
時
の
影
響
を
免
れ
な
い
問
題
と
ヴ
ェ
ー
ダ
に
お
け

る
施
主
の
祭
祀
で
の
功
徳
が
尽
き
て
天
か
ら
退
く
問
題
と
を
区
別
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

是
則
時
来
レ
ハ
其
ノ
因
力
尽
ク
故
能
修
ノ
施
主
亦
退
ス
是
挙
二
所
尊
為
帝
釋
等
一ヲ
以
極
二
釋
余
一ヲ　

解
四左

時
至
与
二
福
力
尽
一
二
因
ト
ス
ル
ハ
非
也

有
人
所
為
天
退
故
能
為
人
亦
退
ト
者
不
レ
順
二
是
法
ノ
言
一ニ
不
レ
應
二
滅
尽
ノ
語
一ニ
也
（
『
私
記
）
11
（

』
）

　

快
道
は
「
イ
ン
ド
ラ
等
が
時
節
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
」
に
つ
い
て
は
「
解
釈
の
余
り
を
極
め
る
」
と
し
て
、
「
ヴ
ェ
ー
ダ
に
お
け
る

施
主
の
祭
祀
で
の
功
徳
が
尽
き
て
天
か
ら
退
く
こ
と
」
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
次
い
で
『
解
』
及
び
「
有
人
」
の
説
を

取
り
上
げ
て
批
判
し
て
い
る
。
『
解
』
で
は
ヴ
ェ
ー
ダ
の
祭
祀
に
よ
る
功
徳
の
力
に
よ
っ
て
天
に
留
ま
る
果
報
を
「
福
盡
果
」
と
称
し
て

以
下
の
よ
う
に
注
釈
し
て
い
る
。

一
明
二
為
レ
時
ノ

所
コ
ト
ヲ

一レ　

 

滅
二
ニ
明
二
福
盡
果
滅
一コ
ト
ヲ
是
法
ト
ハ
者
作
二
馬
祀
法
一ヲ
或
ハ
作
二
于
瑟
遮
一ヲ
因
二
是
ノ
施
力
一二
生
二ス
天
上
等
一二
然
モ
施

福
盡
レ
ハ
則
復
退
落
ス
有
二
此
二
失
一
故
ニ
非
二
滅
レ
苦
ヲ
因
一二
（
『
解）

11
（

』
）



『金七十論私記』の検討

― 313 ―

　

『
解
』
が
時
の
影
響
と
功
徳
の
力
が
尽
き
る
事
を
同
等
に
と
ら
え
る
点
に
、
快
道
は
異
議
を
唱
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
有
人
」
と
だ
け
言
及
さ
れ
る
法
住
の
『
疏
』
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　

退
失
ノ
證
ノ
中
所
レ
祠
諸
天
為
二
壊
空
等
ノ
時
節
一
被
レ
滅
。
故
能
祠
ノ
人
自
有
二
退
失
一
。
如
二
樹
若
伐
レ
ハ
則
影
随
滅）

11
（

一
。

　

法
住
は
、
樹
木
を
伐
採
す
れ
ば
、
そ
れ
に
付
随
す
る
木
の
陰
も
同
時
に
滅
す
る
と
い
う
譬
え
を
用
い
て
、
祀
っ
て
い
る
天
（
の
神
々
）

が
時
節
に
よ
り
滅
せ
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
祀
っ
て
い
る
人
間
も
ま
た
同
時
に
滅
す
る
と
い
う
持
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
快

道
は
法
（
快
道
に
よ
れ
ば
「
ヴ
ェ
ー
ダ
に
説
か
れ
た
天
に
生
ず
る
た
め
の
祭
祀
と
そ
の
果
報
」
）
に
順
っ
て
お
ら
ず
、
法
住
の
主
張
は
滅

尽
（
果
報
が
尽
き
て
滅
す
る
）
と
い
う
言
葉
に
相
当
し
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
「
有
人
」
に
つ
い
て
の
他
に
、
『
私
記
』
に
お
け
る
特
徴
と
し
て
、
『
金
七
十
論
』
の
本
文
に
つ
い
て
高
麗
本
に
言
及
し
検
討

し
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
『
備
考
』
や
『
疏
』
、
『
解
』
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
言
及
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
問
題
で
あ
り
、
『
倶
舎
論
』

の
注
釈
書
と
同
様
、
快
道
の
厳
密
な
検
討
の
姿
勢
が
伺
え
る
。

　
　
　

六
、
お
わ
り
に

　

以
上
、
『
金
七
十
論
私
記
』
と
そ
の
作
者
に
関
し
て
検
討
し
、
構
成
や
内
容
の
特
徴
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
本
稿
に
お
い
て
は
『
私

記
』
の
部
分
的
な
検
討
に
留
ま
っ
た
が
、
「
有
人
」
は
法
住
を
示
し
て
お
り
、
快
道
の
『
藻
鏡
』
の
形
式
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

『
私
記
』
は
快
道
に
よ
る
も
の
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

　

『
私
記
』
の
全
体
が
残
さ
れ
て
い
な
い
事
は
残
念
で
あ
る
が
、
初
期
の
『
金
七
十
論
』
注
釈
書
に
お
け
る
共
通
的
な
知
識
や
理
解
の
変
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遷
等
を
明
ら
か
に
す
る
の
み
な
ら
ず
、
快
道
の
仏
教
外
の
書
に
対
す
る
研
究
姿
勢
を
示
す
一
助
に
は
な
る
で
あ
ろ
う
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
文
献
を
直
接
検
討
で
き
る
現
代
に
お
い
て
、
江
戸
期
の
こ
う
い
っ
た
研
究
は
す
で
に
無
用
と
断
定
す
る
こ
と
は
簡
単
で
あ
る
が
、
た
だ

忘
れ
去
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
研
究
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
評
価
し
て
い
く
の
か
を
通
じ
て
江
戸
期
の
学
問
研
究
の
あ
り
方
を
広
く
検

証
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
代
の
我
々
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

　

【
註
】

　
　

※
本
稿
は
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
六
十
三
巻
第
二
号
（
平
成
二
十
七
年
三
月
刊
行
）
に
掲
載
予
定
の
「
『
金
七
十
論
私
記
』
に
つ
い
て
」
を
詳
述
・

加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
学
会
誌
掲
載
に
当
た
っ
て
、
紙
数
の
制
約
に
よ
り
大
幅
に
割
愛
し
た
部
分
を
本
稿
に
て
補
っ
た
。

（
1
）
江
戸
時
代
に
お
け
る
『
金
七
十
論
』
研
究
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
日
本
に
お
け
る
『
金
七
十
論
』
と
そ
の
注
釈
書
に
つ
い
て
」
（
『
仙
石
山
論

集
』
第
二
号
、
三
十
一
～
六
十
頁
、
二
〇
〇
五
年
九
月
）
を
参
照
。

（
2
）
快
道
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
櫛
田
良
洪
博
士
著
『
眞
言
密
教
成
立
過
程
の
研
究
』
第
三
編
第
五
章
第
一
節　

豊
山
教
学
の
興
隆
（
三
）
林
常
快
道
の
活

動　

以
下
に
詳
し
く
、
法
住
の
怒
り
を
買
っ
た
と
い
う
の
は
考
え
に
く
い
と
さ
れ
る
。

（
3
）
『
藻
鏡
』
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
日
本
に
お
け
る
『
金
七
十
論
』
の
注
釈
書　

―
快
道
撰
『
金
七
十
論
藻
鏡
』
を
中
心
に
―
」
（
『
印
度
學
佛
教
學
研

究
』
第
五
十
四
巻
第
二
号
、
五
七
二
～
五
七
五
頁
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）
を
参
照
。
ま
た
写
本
に
関
す
る
情
報
（
書
写
年
代
や
所
蔵
等
）
は
前
掲
拙

稿
「
日
本
に
お
け
る
『
金
七
十
論
』
と
そ
の
注
釈
書
に
つ
い
て
」
を
参
照
。

（
4
）
快
道
の
『
倶
舎
論
』
注
釈
書
に
お
け
る
記
述
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
倶
舎
論
』
に
お
け
る
サ
ー
ン
キ
ヤ
説
解
釈
の
変
遷
」
（
『
國
學
院
大
學
紀
要
』

第
四
十
八
号
、
一
八
一
～
二
一
〇
頁
、
平
成
二
十
二
年
二
月
）
を
参
照
。

（
5
）
『
日
本
大
蔵
経
（
増
補
改
訂
）
』
第
五
十
八
巻
「
金
七
十
論
章
疏
」
（
昭
和
五
十
年
）
所
収
。

（
6
）
『
埼
玉
図
書
館
叢
書
第
一
篇
』
渡
辺
金
造
編
、
埼
玉
県
立
埼
玉
図
書
館
、
昭
和
七
年
。
『
金
七
十
論
疏
操

（
マ
マ
）

鏡
』
一
巻
も
こ
の
目
録
に
見
ら
れ
る
。

（
7
）
『
続
豊
山
全
書
』
解
題
「
豊
山
学
匠
著
作
目
録
」
（
昭
和
五
十
五
年
）
三
二
六
頁
を
参
照
。

（
8
）
田
中
海
應
編
『
豊
山
小
史
』
（
一
九
二
四
年
）

（
9
）
『
続
豊
山
全
書
』
解
題
「
豊
山
学
匠
著
作
目
録
」
（
昭
和
五
十
五
年
）
三
二
六
頁
を
参
照
。

（
10
）
『
続
豊
山
全
書
』
「
金
七
十
論
疏
解
題
」
（
北
條
賢
三
、
昭
和
五
十
五
年
）
一
八
二
頁
を
参
照
。

（
11
）
『
数
論
二
十
五
諦
記
』
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
は
、
拙
稿
「
『
数
論
二
十
五
諦
記
』
に
つ
い
て
」
（
『
仙
石
山
論
集
』
第
四
号
、
一
～
一
五
四
頁
、
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平
成
二
十
年
十
一
月
）
を
参
照
。
数
論
二
十
五
諦
記
』
は
正
式
に
は
『
数
論
二
十
五
諦
記　

解
倶
舎
光
記
』
と
い
う
題
名
で
あ
り
、
写
本
の
形
で
二

本
現
存
す
る
の
み
で
、
龍
谷
大
学
（
今
回
取
り
上
げ
る
合
本
）
と
東
北
大
学
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
今
日
ま
で
『
二
十
五
諦
記
』
は
注
目
さ
れ
る
こ

と
が
な
く
、
『
二
十
五
諦
記
』
に
は
作
者
や
成
立
年
代
な
ど
の
情
報
が
一
切
無
か
っ
た
が
、
一
連
の
研
究
（
前
掲
拙
稿
）
に
よ
っ
て
、
智
山
派
の
道

空
（
一
六
六
六
～
一
七
五
一
）
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
倶
舎
論
光
記
講
輯
』
（
『
智
山
全
書
』
第
十
三
巻
所
収
）
第
三
巻
に
お
け
る
サ
ー
ン
キ
ヤ
説

に
つ
い
て
の
注
釈
の
部
分
を
抜
粋
・
加
筆
し
、
『
数
論
二
十
五
諦
記
』
と
い
う
新
た
な
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
た
独
立
の
書
に
作
り
替
え
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
の
中
で
も
最
も
重
要
な
の
は
、
道
空
の
『
講
輯
』
に
お
け
る
指
摘
を
受
け
て
、
『
二
十
五
諦
記
』
に
お
い
て
、
サ
ー
ン

キ
ヤ
理
解
に
つ
い
て
真
諦
と
玄
奘
で
は
相
違
が
あ
る
と
示
す
点
で
あ
る
。

（
12
）
『
備
考
』
の
著
者
、
暁
応
厳
蔵
（
享
保
九
年
～
天
明
五
年
）
［
真
宗
・
大
谷
派
］
は
滋
賀
県
愛
知
郡
の
真
宗
大
谷
派
の
光
沢
寺
に
男
子
四
人
の
中
の

二
男
と
し
て
生
ま
れ
、
そ
の
後
の
経
歴
は
未
詳
で
あ
る
が
越
前
丹
生
郡
天
津
村
の
大
谷
派
浄
明
寺
の
住
職
と
な
っ
た
。
『
金
七
十
論
備
考
』
三
巻
や

『
勝
宗
十
句
義
論
試
記
』
二
巻
を
含
む
い
く
つ
か
の
著
書
が
あ
る
。

（
13
）
『
日
本
大
蔵
経
（
増
補
改
訂
）
』
第
五
十
八
巻
「
金
七
十
論
章
疏
」
（
昭
和
五
十
年
）
所
収
。

（
14
）
『
疏
』
の
著
者
で
あ
る
智
幢
法
住
（
享
保
八
年
～
寛
政
十
二
年
）
［
真
言
宗
・
豊
山
派
］
は
大
和
国
石
上
櫟
本
に
生
ま
れ
元
文
四
年
に
快
範
に
師
事
。

寛
保
元
年
長
谷
寺
に
登
り
無
等
に
従
っ
て
修
学
。
智
積
院
や
南
都
諸
寺
に
遊
学
し
、
安
永
二
年
一
乗
院
法
親
王
よ
り
岡
寺
を
賜
る
。
天
明
六
年
権
僧

正
に
任
ぜ
ら
れ
、
寛
政
三
年
長
谷
寺
第
三
十
二
世
と
な
る
。
同
一
二
年
没
。
『
金
七
十
論
疏
』
三
巻
、
『
金
七
十
論
私
記
』
二
巻
、
『
勝
宗
十
句
義

論
記
』
二
巻
、
『
十
句
義
決
擇
』
五
巻
、
『
十
句
義
教
起
因
縁
考
』
一
巻
、
『
十
句
義
極
微
積
集
』
一
巻
、
『
十
句
義
論
要
義
建
集
』
一
巻
等
を
含

め
多
数
の
著
書
が
あ
る
。

（
15
）
『
日
本
大
蔵
経
（
増
補
改
訂
）
』
第
五
十
八
巻
「
金
七
十
論
章
疏
」
（
昭
和
五
十
年
）
所
収
。

（
16
）
『
解
』
の
著
者
で
あ
る
香
山
宗
朗
（
生
年
未
詳
～
安
永
七
年
）
［
真
宗
・
本
願
寺
派
］
は
安
芸
高
田
郡
高
田
原
の
本
願
寺
派
高
林
坊
の
住
職
。
筑
前

宗
像
郡
岡
邑
の
某
寺
に
生
ま
れ
た
。
博
学
で
詩
文
に
精
通
し
た
。
姪
濱
（
福
岡
県
早
良
郡
）
の
医
師
で
あ
る
亀
井
聴
因
（
南
冥
）
は
宗
朗
を
重
ん
じ

支
援
し
た
。
聴
因
の
子
で
あ
る
道
載
が
世
に
傑
出
し
た
の
は
宗
朗
の
教
育
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
宝
暦
年
間
（
一
七
五
一
～
六
四
）
に
高
林
坊
に

入
寺
。
宗
学
振
興
に
尽
力
し
『
香
山
長
語
』
『
大
経
刪
註
』
を
著
し
た
が
、
本
山
が
異
解
者
と
し
て
排
斥
し
た
の
で
、
晩
年
は
宗
学
を
論
じ
な
か
っ

た
。
寂
滅
の
数
ヶ
月
前
に
高
林
坊
の
失
火
に
よ
り
著
作
が
焼
失
し
た
。

（
17
）
安
永
二
年
刊
本
を
使
用
し
た
。

（
18
）
三
苦
所
逼
故　
　

欲
知
滅
此
因　
　

見
無
用
不
然　
　

不
定
不
極
故
（
第
一
頌
）

三
苦
所
逼
の
故
に
、
此
を
滅
す
る
因
を
知
ら
ん
と
欲
す
。

見
る
（
が
ゆ
え
）
に
無
用
と
す
る
は
然
ら
ず
。
不
定
不
極
の
故
に
。
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duHkatrayAbhighAtAjjijJAsA tadabhighAtake hetau/

dRSTe sA'pArthA cennaikAntAtyantato'bhAvAt//1

（S.K.1

）

三
苦
の
打
撃
か
ら
、
そ
れ
（
三
苦
）
を
滅
す
る
原
因
（
手
段
）
に
つ
い
て
知
ろ
う
と
す
る
意
欲
が
生
じ
る
。

も
し
既
に
（
経
験
的
に
）
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
そ
れ
は
無
用
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
う
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
（
既
に
経
験
さ
れ
て
い
る
手
段

は
）
絶
対
的
な
も
の
で
も
究
極
的
な
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
19
）
『
金
七
十
論
』
巻
上
（
大
正
蔵
第
五
十
四
巻
、
一
二
四
五
頁
上
段
十
八
～
十
九
行
）

（
20
）
『
私
記
』
六
丁
表
。

（
21
）
『
解
』
巻
上
、
一
丁
裏
。

（
22
）
『
備
考
』
巻
上
（
一
〇
八
頁
上
段
）

（
23
）
『
疏
』
巻
上
（
二
三
五
頁
上
段
）

（
24
）
一
丁
裏

（
25
）
『
疏
』
巻
上
（
二
三
六
頁
上
段
）

（
26
）
汝
見
隨
聞
爾　
　

有
濁
失
優
劣　
　

翻
此
二
因
勝　
　

變
性
我
知
故
（
第
二
頌
）

見
の
如
く
、
隨
聞
も
爾
り
。
濁
と
失
と
優
劣
と
有
り
。

此
の
二
因
を
翻
ず
る
は
勝
た
り
。
變
と
性
と
我
と
の
知
の
故
に
。

dRSTavadAnuCravikaH sa hyaviCuddhikSayAtiCayayuktaH/

tadviparItaH CreyAn vyaktAvyaktajJavijJAnAt//2
（S.K.2

）

伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
手
段
）
も
、
経
験
的
に
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
手
段
）
と
同
じ
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
（
隨
聞
）
は
不
浄
、
消
滅
、

優
劣
を
具
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
反
対
の
も
の
が
よ
り
優
れ
て
い
る
。
展
開
者
と
未
展
開
者
と
知
者
と
を
識
別
す
る
か
ら
で
あ
る
。

（
27
）
『
金
七
十
論
』
巻
上
（
一
二
四
五
頁
中
段
二
十
一
～
二
十
四
行
）

（
28
）
『
私
記
』
十
六
丁
表

（
29
）
『
解
』
四
丁
裏

（
30
）
『
疏
』
巻
上
（
二
三
七
頁
上
段
）


